
都市計画課

１．街路の役割

   街路は都市の中の道路であり多種多様な役割を担っています。市民生活や経

済活動等に伴う自動車交通等を円滑に処理するだけではなく、市民が散歩を楽し

んだり、祭りやイベントが開催されるなど人々が集い語り合う、都市において最も

基礎的な公共空間です。

   街路の空間機能としては、地下鉄や路面電車といった公共交通機関や上下水

道、電力等のライフラインを収容し、災害時には避難路を提供して延焼を防ぐ防火

帯としての機能があります。さらに、街路は市街地の街区を構成し、沿道の市街化

を誘導する機能を持っており、都市の基盤としてまちづくりの方向性を決める重要

な役割を担っています。

２．道路事業と街路事業との区分

　街路事業は、原則として、都市計画決定されている道路のうち、人口集中地区内

の幹線道路を対象として実施しています。ただし、国道については除かれます。

　なお、整備された道路の管理は道路管理者に引き継がれます。

３．整備状況

・幹線街路 H22.3.31現在

※都市計画年報による

街　路　事　業　の　概　要

東北 7,175 3,878 54

   道路の整備は、道路局の所管する道路事業と、都市局の所管する街路事業と

があります。

39,093 59

改良済延長(km)計画延長(km)

44542

整備率(％）

青森県 1,223

全国 66,098
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４．主要事業

① 交通拠点への連絡強化を促進する街路整備事業

３・４・２号　西滝新城線（石江）道路改築事業（県事業：青森市）

②

３・３・３号　下白銀町福村線（高崎）道路改築事業（県事業：弘前市）

３・４・５号　上白銀町新寺町線道路改築事業（市事業：弘前市）

③

３・３・８号　白銀市川環状線（桔梗野）道路改築事業（県事業：八戸市）

３・３・８号　白銀市川環状線（中居林）道路改築事業（県事業：八戸市）

３・２・２号　内環状線（浜田）道路改築事業（市事業：青森市）

都市内交通の円滑化を促進する街路整備事業

工業団地、物流拠点及び交通拠点間の連絡強化を促進する街路整備事業


